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住宅性能関係制度の整備に関する要望書 

国土交通省住宅局住宅生産課及び参事官におかれましては、日頃より、住宅性能関係法令の整備と

運用に関しご尽力頂きありがとうございます。 

（一社）住宅生産団体連合会住宅性能向上委員会では、住宅の性能に関する法令のうち、住宅性能

表示制度、認定長期優良住宅及び認定低炭素建築物の普及に資すると考えられる事項、並びに建築物

省エネ法において合理化して頂きたい事項を会員団体より募り、以下 7 項目に集約いたしました。 

住宅生産課ならびに参事官（建築企画担当）付のご担当者様には、要望事項の取りまとめに際し多

大なるご協力を賜り、誠にありがとうございました。 

今後とも、法制度の円滑な運用及び普及促進に向け、引き続きご高配を賜りますようお願い申し上

げます。 

No.1 店舗併用住宅の維持管理・更新の扱いについて 

No.2 低炭素建築物認定制度における審査手続きの合理化 

No.3 断熱等性能等級６，７の仕様基準の設定 

No.4 小規模な複合建築物の省エネ評価について 

No.5 Web プログラムにおけるおひさまエコキュートの入力合理化 

No.6 増改築時の標準計算方法による断熱性能の評価法 

No.7 建築基準法と建築物省エネ法における床面積の端数処理の方法の明確化と統一化 

以 上 



2025年度 住団連・住宅性能関係制度の整備に関する要望提案書 

 

提案名： 店舗併用住宅の維持管理・更新の扱いについて 

会社名： 積水化学工業 

 分類 ： 品確法・長期優良法 

 

◇ 現状・課題 

品確法・長期優良法において、店舗併用住宅については、『兼用住宅』と『併用住宅』が区分

されず『共同住宅等』に分類されているため、共用の部分として『4-2.維持管理対策（共用配

管）』、『更新対策（共用配水管）』が評価の対象となっている。 

店舗併用住宅のうち、兼用住宅（内部で行き来が出来る場合）の配管については、ワンオーナ

ーが使用するため専用の配管として管理されているのが現状。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 要望・提案 

 『兼用住宅』と『併用住宅』の区分の明確化と、『兼用住宅』については、店舗等の非住宅部

も含めて「専用配管と扱っても可」としていただきたい。 

 

 

 

◇ 理由等 

・店舗併用住宅の運用明確化 

・実情に即した制度の運用 
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資料：説明用図面、写真、データ等 

◆評価協 Q&A 

 

＜品確法＞ 

 

 

 

 

 

＜長期優良住宅＞ 
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◆兼用住宅の間取り図（取扱い注意） 

例１）エステサロン                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例２）整骨院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例３）カフェ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 
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2025年度 住団連・住宅性能関係制度の整備に関する要望提案書 

 

提案名： 低炭素建築物認定制度における審査手続きの合理化 

会社名： 大和ハウス工業株式会社・旭化成ホームズ株式会社 

 分類 ： 低炭素建築物 

 

◇ 現状・課題 

・長期優良住宅認定制度では、住宅性能表示制度との一体申請が認められており、登録住宅性能

評価機関に住宅性能評価の申請を行う際に、長期優良使用構造等の確認の申請も併せて行うこと

が可能です。この場合、所管行政庁における審査では、長期使用構造等の審査が省略される仕組

みとなっている。一方、低炭素建築物新築等計画認定制度では、住宅性能表示制度との併願申請

は可能だが、両制度で個別に審査が行われており、適合証を所管行政庁に提出した場合でも、所

管行政庁で再度低炭素建築物新築等計画に関する技術的審査が行われている。 

・品確法では、登録住宅性能評価機関が型式住宅性能認定書、型式住宅部分等製造者認証書の写

しを有しており、評価の業務の公正かつ的確な実施に支障がないと認めた場合は、設計住宅性能

評価申請の際に型式認定書等の添付が不要となっており、性能評価の運用では性能認定書や性能

証明書等の事前登録も行われている。 

しかし、都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法）による低炭素建築物の技術的審査に

おいては、上記のような事前登録が行われておらず、書類の添付※が必要となることが申請者の

負担となっている。 

※例）設備の仕様書、対象品番一覧、性能評価書、製品確認書、適合宣言書、認証書、など  

◇ 要望・提案 

・低炭素建築物新築等計画認定制度においても、長期優良住宅認定制度と同様に、住宅性能表示

制度と一体申請を行った場合には、申請と審査を一本化し、低炭素建築物新築等計画に関する技

術的審査を登録住宅性能評価機関で行った場合には、低炭素認定における確認書（仮称）を所管

行政庁に提出することで、所管行政庁での技術的審査を省略していただきたい。 

・確認書の取得にあたっては、登録住宅性能評価機関が事前登録された資料を基に審査ができる

よう技術的助言等でお示し頂きたい。 

【関係法令等】：低炭素建築物 

・都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法） 

【参考】：設計住宅性能評価申請 

・住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第三条第 3 項第二号および第 4 項第二号（平成

十二年建設省令第二十号）（品確法） 

◇ 理由等 

・現状では、低炭素建築物認定制度と住宅性能表示制度の両方に申請する際、二重の技術的審査

が必要となり、申請者の負担や時間・コストの増加につながっている。審査を一本化することで、

申請者の負担軽減と効率的な手続きが可能となる。 

・登録住宅性能評価機関で技術的審査を行った場合、所管行政庁での再審査を省略することで、

行政の業務効率が向上し、迅速な対応が可能となるため、低炭素建築物の普及促進にも寄与する

と考えられる。 

・登録住宅性能評価機関への事前登録を行うことで申請者の負荷軽減及び審査の効率化が図れる

と考える。 
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資料：説明用図面、写真、データ等 

●長期優良住宅における住宅性能表示制度との一体申請 

 

https://www.hyoukakyoukai.or.jp/chouki/pdf/hennkoupoint.pdf 
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https://www.hyoukakyoukai.or.jp/chouki/pdf/hennkoupoint.pdf


低炭素建築物申請時の添付書類の例；設備に関する書類 21 枚／棟（設備の仕様書、対象品番一覧、

性能評価書、製品確認書、適合宣言書、認証書、など） 
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■低炭素建築物の申請 

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則（平成二十四年国土交通省令第八十六号）  

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 | e-Gov 法令検索 

 

（低炭素建築物新築等計画の認定の申請） 

第四十一条 法第五十三条第一項の規定により低炭素建築物新築等計画の認定の申請をしようとす

る者は、別記様式第五による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表の（い）項及び（ろ）項に

掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書（建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する

法律（平成二十七年法律第五十三号）第十一条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受

けなければならない場合の正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名の記載があるも

のに限る。）を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。ただし、当該低炭素建築物

新築等計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の（ろ）項に掲げる図書

に代えて同表の（は）項に掲げる図書を提出しなければならない。  
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https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000800086#Mp-Ch_3-At_41
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２ 前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同項に規定する図書のうち他の図書に明示す

る場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しな

い。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示した

ときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。  

３ 第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわら

ず、同項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要

しない。 

 

 

 

■品確法における事前登録 

各種取り扱いについて | 統計情報・技術者向け情報 | 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 

住宅品質確保法施行規則等の改正に伴う取り扱いについて 

 

３ 型式住宅性能認定書、型式住宅部分等製造者認証書、特別評価方法認定書について  

品確法施行規則第三条第３項第二号及び第４項第二号により、登録住宅性能評価機関が型式住宅性

能認定書、型式住宅部分等製造者認証書（以下「型式認定書等」という。）の写しを有しており、評

価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めた場合は設計評価申請の際に当該型式認定書等

の写しの添付が不要となる。  

なお、機関が型式認定書等の写しを有しており、当該型式認定書等の添付を不要とした場合、設計

内容説明書に当該型式認定書等の番号等を明示することとなるが、申請図書として型式認定書等の

全てを省略することは、図面等への単純な認定番号等の記載間違いに伴う評価上のチェックや、申

請者と当該型式認定書等との関係の明確化等の問題点も考えられるため避けることとし、当面は当

該型式認定書等の表紙の添付を求めるよう運用する。 

またここでは、業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めた場合における、型式認定書等の添

付が不要ということであり、当然ながら審査を省略するという意味ではないので注意する必要があ

る。 

なお、品確法施行規則第三条第５項により、登録住宅性能評価機関が特別評価方法認  定書の写しを

有していない等の理由で当該認定書の写しの提出を求めない限り設計評価申請の際に添付が不要と

なるが、これについても同様の取り扱いとする。 

さらに、特別評価方法認定書を含む認定書等（以下「認定書等」という。）の写しを機関が有してい

ることとは、当該認定書等の写しにより審査を行うことから、審査する全ての評価員が閲覧できる

ことが条件になってくる。よって、複数の支店を有する機関においては、各支店で当該認定書等の

写し若しくはデータを保持し、各評価員が閲覧できるようにすることが必要である。  

 

 

■住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（平成十二年建設省令第二十号） 

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 | e-Gov 法令検索 

（設計住宅性能評価の申請） 

第三条 設計された住宅に係る住宅性能評価（以下「設計住宅性能評価」という。）の申請をしよう

とする者は、別記第四号様式の設計住宅性能評価申請書（設計住宅性能評価書が交付された住宅で

その計画の変更をしようとするものに係る設計住宅性能評価（以下この項において「変更設計住宅

10

https://www.hyoukakyoukai.or.jp/faq/handle.html
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/faq/pdf/hinkakuhou_sekou_kaisei.pdf
https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020#Mp-Ch_1-Se_1-At_3


性能評価」という。）にあっては、第一面を別記第五号様式としたものとする。以下単に「設計住宅

性能評価申請書」という。）の正本及び副本に、それぞれ、設計住宅性能評価のために必要な図書で

国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの（変更設計住宅性能評価にあっては、当該変更に係る

ものに限る。以下この条において「設計評価申請添付図書」という。）を添えて、これを登録住宅性

能評価機関に提出しなければならない。 

２ 前項の申請は、性能表示事項のうち設計住宅性能評価を希望するもの（住宅性能評価を受けな

ければならない事項として国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの（以下「必須評価事項」と

いう。）を除く。）を明らかにして、しなければならない。 

３ 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する

住宅の部分を含む住宅に係る設計住宅性能評価の申請のうち、次に掲げるものにあっては、第一項

の規定にかかわらず、設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号イ（３）の

規定により指定されたものを明示することを要しない。 

一 第四十一条第一項に規定する住宅型式性能認定書の写しを添えたもの  

二 第四十一条第一項に規定する住宅型式性能認定書の写しを有している登録住宅性能評価機関が

設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号イ（３）の規定により指定された

ものを明示しないことについて評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めたもの  

４ 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る設

計住宅性能評価の申請のうち、次に掲げるものにあっては、第一項の規定にかかわらず、設計評価

申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号ロ（４）の規定により指定されたものを明

示することを要しない。 

一 第四十五条第一項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたもの  

二 第四十五条第一項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写しを有している登録住宅性能評

価機関が設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号ロ（４）の規定により指

定されたものを明示しないことについて評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めたも

の 

５ 特別評価方法認定を受けた方法（以下「認定特別評価方法」という。）を用いて評価されるべき

住宅に係る設計住宅性能評価の申請にあっては、設計評価申請添付図書のほか、設計住宅性能評価

申請書の正本及び副本に、それぞれ、第八十条第一項に規定する特別評価方法認定書の写しを添え

なければならない（登録住宅性能評価機関が、当該特別評価方法認定書の写しを有していないこと

その他の理由により、提出を求める場合に限る。）。 

６ 認定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る設計住宅性能評価の申請にあっては、設

計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち評価方法基準（当該認定特別評価方法により代えられ

る方法に限る。）に従って評価されるべき事項については、これを明示することを要しない。  

 

 

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 | e-Gov 法令検索 

（住宅型式性能認定書の交付等） 

第四十一条 登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型式性能認定をしたときは、別記第三十八号様

式の住宅型式性能認定書（以下単に「住宅型式性能認定書」という。）を申請者に交付しなければな

らない。 

２ 登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型式性能認定をしないときは、別記第三十九号様式の通

知書を申請者に交付しなければならない。 
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３ 住宅型式性能認定書の交付を受けた者は、住宅型式性能認定書を滅失し、汚損し、又は破損し

たときは、住宅型式性能認定書の再交付を申請することができる。  

 

 

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 | e-Gov 法令検索 

（認定等の業務の実施基準） 

第六十四条 法第四十四条第三項において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準

は、次に掲げるとおりとする。 

一 認定等の方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに定めるものとする。  

イ 住宅型式性能認定を行う場合 次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。 

（１） 住宅型式性能認定申請書及びその添付図書をもって審査を行うこと。  

（２） 審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは当該型式が日

本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有しているかどうかの判断ができないと認めるとき

は、追加の書類を求めて審査を行うこと。 

（３） 住宅型式性能認定書には、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項を指

定すること。 

ロ 認証又は認証の更新を行う場合 次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。 

（１） 型式住宅部分等製造者認証申請書又は認証型式住宅部分等製造者更新申請書及びその添付

図書をもって審査を行うこと。 

（２） 審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは法第三十五条

各号（法第三十六条第二項において準用する場合を含む。）に掲げる基準に適合しているかどうかの

判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。  

（３） 第七十七条第二項第二号から第五号までに掲げる場合を除き、申請に係る工場等において

実地に行うこと。 

（４） 型式住宅部分等製造者認証書には、住宅性能評価の申請において明示することを要しない

事項及び建設住宅性能評価において要しない検査を指定すること。  

 

 

以上 
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2025年度 住団連・住宅性能関係制度の整備に関する要望提案書 

 

提案名： 断熱等性能等級６，７の仕様基準の設定 

会社名： 三井ホーム株式会社 

 分類 ： 住宅性能表示 

 

◇ 現状・課題 

 断熱等性能等級６，７が設定された 2022 年に比べ、現在の補助事業や今後の GX ZEH などで

等級６が要件となる中、等級６以上を採用する物件が増えることが想定される。  

 また、外皮性能において省エネ基準適合義務化への対応として仕様基準を用い、性能表示や

BELS 評価で断熱等級６以上への対応においては性能基準を用いるような 2 重の性能確認方法を

用いる場合があり、設計上、申請上の負荷が大きくなる。 

 

 

 

 

 

◇ 要望・提案 

 断熱等性能等級６、７の仕様基準を設定して戴きたい。 

 外皮性能を等級６、７の仕様基準を用いた一次エネルギー消費量計算のバリエーションを追加

して戴きたい。 

 但し、断熱等級７は当面、補助金等での採用は多くないと思われますので、等級６を優先的に

検討戴きたい。 

 

 

 

 

 

 

◇ 理由等 

 外皮性能の確認おける性能基準の UA 値計算は仕様基準に比べて計算知識が必要であり、業務負

荷も大きい。外皮を仕様基準とすることで省エネ適合性判定だけでなく、BELS や補助事業、今後の

GX ZEH における設計、申請、評価の業務軽減につながる。  

 混構造の場合は更に 2 種の構造による知識が必要となり、外皮計算の負荷も更に大きくなるが、仕

様基準が可能となることで業務軽減につながる。 
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資料：説明用図面、写真、データ等 

 

住宅金融支援機構 技術基準より 
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Web プログラム 外皮性能の評価方法入力欄 

 仕様基準は省エネ基準（等級４）と誘導基準（等級５）のみ 

 

 

 

以上 
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2025年度 住団連・住宅性能関係制度の整備に関する要望提案書 

 

提案名： 小規模な複合建築物の省エネ評価について 

会社名： 積水化学工業 

 分類 ： 建築物省エネ法／品確法／長期優良法（エコまち法も？） 

 

◇ 現状・課題 

建築物省エネ法の説明義務制度の施行に当たり、令和３年１月発行の技術的助言（国住建環第

24 号）を発行いただき、以下の条件を満たす小規模な複合建築物*は、建築物省エネ法の扱いと

して 

（１）外皮性能：非住宅部を含む建築物全体の外皮を対象に一体で評価した Ua 値を用いて評価

してもよい（赤枠部） 

 

 

 

（２）一次エネ：住宅部分の一次エネ評価に使用する外皮性能は（１）を用いて評価してもよい

（青枠部） 

 

 

と示していただきました。 

 

＜＊小規模な複合建築物の条件＞ 

・非住宅部分及び住宅部分を有する建築物 

・延べ面積が 300 ㎡ 未満のもの 

・その住戸の数が１であるもの 

・住宅部分の床面積の合計の延べ面積に対する割合が２分の１以上  

・非住宅部分の床面積の合計が 50 ㎡以下のもの 

 

一方、非住宅部の一次エネ評価については住宅部とは別に評価する必要があります。 

また、品確法／長期優良法では上記（１）（２）の評価は措置されていません。 

 

◇ 要望・提案 

・一般に上記のような小規模な複合建築物の非住宅部については、非住宅版のエネルギー評価で

想定されるような設備機器ではなく、住宅部で使用される設備機器が設置されることから一次エ

ネ評価についても一体で評価してもよいこととしていただきたい。 

・建築物省エネ法のみでなく、品確法／長期優良法（エコまち法も？）においても同評価を措置

していただきたい。 

 

◇ 理由等 

・省エネ義務化に伴い全邸の省エネ適判申請するにあたり、住宅と用途一体となった複合建築物

については戸建住宅扱いとしていただくことで申請の合理化が図れる。  

・省エネ基準適合確認には、品確法／長期優良法の評価を活用することが可能であるため、制度

間で同様の評価とすることで合理化が図れる。 

住宅 

非住宅 

住宅 

非住宅 
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資料：説明用図面、写真、データ等 

◆技術的助言 
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◆兼用住宅の間取り図（取扱い注意） 

例１）エステサロン                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例２）整骨院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例３）カフェ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

18



2025年度 住団連・住宅性能関係制度の整備に関する要望提案書 

 

提案名： Webプログラムにおけるおひさまエコキュートの入力合理化 

会社名： ミサワホーム株式会社 

 分類 ： 建築物省エネ法 

 

◇ 現状・課題 

一次エネルギー算定用の Webプログラム（建築研究所）で、昼間沸上げ式のエコキュートを評価

する場合に、入力項目について（一般財団法人）日本冷凍空調工業会の HP の資料を確認し、入

力する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 要望・提案 

「品番の指定する」で評価が可能となるようにしてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 理由等 

申請・審査の省力化および入力ミス等を避けるため。 
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資料：説明用図面、写真、データ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらで評価できるようにしてほしい。 

現状は、日本冷凍空調工業会の HPの資料（次ページ）を確認し手入力 

20



〇日本冷凍空調工業会の HP資料（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 
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2025年度 住団連・住宅性能関係制度の整備に関する要望提案書 

 

提案名： 増改築時の標準計算方法による断熱性能の評価法 

会社名： ミサワホーム株式会社 

 分類 ： 建築物省エネ法 

 

◇ 現状・課題 

増改築時の省エネ基準への適合の確認について、仕様規定による評価方法のみとなっている。  

仕様規定のみのため、部位ごとの性能のトレードオフが出来ず合理的な設計ができない。（資料

①） 

 

◇ 要望・提案 

増改築時の評価においても標準計算法により断熱性能を算定できるようにしてほしい。 

 

増築部分と既存部分の境の部分については、屋内部分との境のため評価対象外と扱う。（温度差係

数がゼロとなるため） 

仮に、増築部分と既存部分の境の部分について温度差係数を考慮して評価が必要な場合であって

も、壁やドアなどの区切りがない場合は、併用住宅の場合に用いる「隣接空間に通じる開口部の

熱貫流率」を用いることで算定ができる。（資料②） 

 

また、「国住参建第 4336 号 建築物のエネルギー消費性能の算定に係る運用について（技術的助

言）３．新築と同様の外皮条件の増改築の外皮性能基準の適合について」に記載されている「建

築物の既存部分と増築部分を渡り廊下により接続する場合のように、増築部分の外皮性能を新築

時と同様に評価可能と考えられる場合」について、以下の２点について明確にしていただきたい。 

・「渡り廊下により接続」する部分についてはどのように評価するのか。 

（屋内空間のため評価対象外とするのか「隣接空間に通じる開口部の熱貫流率」を用いて算

定するのか） 

・「増築部分の外皮性能を新築時と同様に評価可能と考えられる場合」は、具体的にどのような

事例が対象となるか。（資料③） 

既存部分と増築部分の接合部について屋内空間どうしの接合部のため評価対象外となるのであれ

ば、資料④の事例のように室を拡大するような増築の場合（渡り廊下等でない場合）についても、

同様に評価が可能ではないか。 

評価方法や対象については、「建築研究所 エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版） 住宅

増改築評価マニュアル」などの解説書等において明示していただきたい。  

 

◇ 理由等 

増改築の際に仕様規定のみのため、必要な部位の性能を確保するために増改築部の床や壁が厚く

なり、既存建築部と増改築部との間で段差などを生じ、プランや生活上の不都合が生じる。  

特に寒冷地の場合や今後の基準引き上げの際には、更に影響が大きくなり、増築することを阻害

する恐れがある。（資料④） 
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資料：説明用図面、写真、データ等 

 

 

①増改築時の基準適合の考え方（国交省資料） 

 

 

 

 

②建築研究所 技術情報 エネルギー消費性能の算定方法 

第三章 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 抜粋 

 

3-3_250401_v24.pdf 
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https://www.kenken.go.jp/becc/documents/house/3-3_250401_v24.pdf


③「国住参建第 4336 号 建築物のエネルギー消費性能の算定に係る運用について（技術的助言）

３．新築と同様の外皮条件の増改築の外皮性能基準の適合について」に記載されている「建築物

の既存部分と増築部分を渡り廊下により接続する場合のように、増築部分の外皮性能を新築時と

同様に評価可能と考えられる場合」に該当するか判断が分からない事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「国住参建第 4336 号 建築物のエネルギー消費性能の算定に係る運用について（技術的助言）

３．新築と同様の外皮条件の増改築の外皮性能基準の適合について」抜粋 

 

以下の事例において、既存建物の開口部で増築部分と接続する場合は、「増築部分の外皮性能を新

築時と同様に評価可能と考えられる」に該当するか。また、どのように評価するか（隣接空間に通

ずる開口部で良いか）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存建物 増築建物 

既存建物の開口部

で、増築部分と接続

する場合。 
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④増改築時の事例 

（建築研究所 エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版） 住宅増改築評価マニュアルより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■既存断熱部分と新規断熱部分の納まり例（１・２地域） 

 床で段差が生じてしまう例（上記の CASE1 のような増築の場合） 

 

＜床の場合＞ 

 既存建物の床の断熱厚さ：グラスウール 75 ㎜  

仕様基準で新規断熱材の必要となる断熱厚さ：高性能グラスウール 24K 120 ㎜※ 

  ※国土交通省 HP 木造戸建住宅の仕様基準ガイドブック（省エネ基準編）枠組壁工法より  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床に生じる段差のイメージ 

 

以上 

既存建物側 増築側

75㎜
120㎜
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2024年度 住団連・住宅性能関係制度の整備に関する要望提案書 

 

提案名： 建築基準法と建築物省エネ法における床面積の端数処理の方法の明確化と統一化 

会社名： 大和ハウス工業株式会社 

 分類 ： 建築物省エネ法 

 

◇ 現状・課題 

建築基準法と建築物省エネ法において、床面積の端数処理の方法が異なります。そのため、申請

時に床面積に関する不整合や質疑が発生しやすく、申請者側と審査側の双方において業務負荷が

増加しています。 

具体的には、建築基準法には床面積の端数処理についての明確な規定がなく、建築行政の Q＆A

に記載されているように、小数点第 3位以下を切り捨てるのが一般的です。一方、建築物省エネ

法では、小数点第 3位以下を四捨五入するルールとなっています。 

 

 

◇ 要望・提案 

建築基準法においても、床面積の端数処理のルールを明文化していただきたいです。 

また、建築基準法で小数点第 3位以下が切り捨てとなるのであれば、建築物省エネ法でも小数点

第 3位以下を切り捨てることを許容していただきたいです。 

 

 

◇ 理由等 

床面積の端数処理の方法を統一することで、申請時に不整合が生じにくくなり、審査期間の短縮

が期待されます。 
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資料：説明用図面、写真、データ等 

●建築基準法における床面積の端数処理について 

mlit.go.jp/jutakukentiku/build/q&a/sg_arepm.htm 

建築行政のＱ＆Ａ 
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●建築物省エネ法における床面積の端数処理について 

https://www.mlit.go.jp/common/001627022.pdf 

 

 

以上 
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